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1 ――― 先月までの動き 

 年金数理部会では、2014年の財政検証について各運営主体へのヒアリングが行われました。企業年

金部会では、先日閣議決定された「日本再興戦略(改訂2015)」等を踏まえ、確定給付企業年金を実施

しやすい環境の整備（制度の改善）について検討されました。 

 

○社会保障審議会 特定保険料納付申出等に係る承認基準専門委員会 

9月7日(第3回）テーマ 説明誤り・漏れについて ほか 

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000096823.html    (配布資料) 

9月30日(第4回）テーマ 特定事由の証明、申出に係る事務処理の流れ ほか 

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000099172.html    (配布資料) 

 

○社会保障審議会 年金数理部会 

9月8日(第64回）テーマ 平成26年財政検証のヒアリング(厚生年金保険、国民年金) ほか 

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000097149.html    (配布資料) 

9月9日(第65回）テーマ 平成26年財政検証のヒアリング(私立学校教職員共済制度) ほか 

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000097156.html    (配布資料) 

 

○社会保障審議会 年金事業管理部会 

9月10日(第14回） テーマ 日本年金機構の平成26事業年度の業務実績報告 ほか 

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000097884.html    (配布資料) 

9月25日(第15回） テーマ 日本年金機構の平成26事業年度業務実績報告の評価等、情報ｾｷｭﾘﾃｨ

強化等に向けた組織・業務改革、中期目標及び中期計画等 ほか 

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000098410.html    (配布資料) 

 

○9月11日 社会保障審議会 企業年金部会(第16回） 

テーマ 確定給付企業年金の弾力的な運営、厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会におけ

る議論の経過について ほか 

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000097276.html    (配布資料) 
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―――――― 
*1 詳細は、梅内俊樹(2015)「リスク分担型ＤＢ（仮称）の導入意義とは」『基礎研レポート』2015/09/17 を参照。 
*2 詳細は、安井義浩(2015)「年金基金版？ソルベンシーII」『基礎研レター』2015/09/29 を参照。 
*3 詳細は、前田俊之(2015)「第３の企業年金をどう考えるか（その２）」『基礎研レター』2015/09/09 を参照。 
 

2｜               ｜基礎研レター 2015-10-06｜Copyright ©2015 NLI Research Institute All rights reserved 

2 ――― ポイント解説：企業年金の新たな選択肢 

 日本では、諸外国と比べて企業年金が普及していません。そこで先月の企業年金部会では、企業年

金を実施しやすくするために、確定給付企業年金制度に関する新たな選択肢が、厚生労働省から提案

されました。本稿では、その概要*1と今後の注目点を確認します。 

1｜リスク対応掛金：将来の財政悪化に備えて掛金を事前に拠出。今後の焦点は税制上の扱い。 

 提案の１つは、掛金に関するものです。現在の

確定給付企業年金制度では、景気が悪化して積立

金の運用がうまく行かずに年金財政が不均衡な状

態になると、企業が掛金を追加して穴埋めする必

要があります。しかし、景気が悪いときは企業も

苦しいため、追加の掛金は大きな負担になります。 

 そこで今回、想定される積立不足の範囲内で事

前に掛金を拠出して、財政悪化時の負担を平準化

できる仕組み(リスク対応掛金)が提案されました。

この仕組みを利用する場合は、年金財政の健全度

判定に許容範囲が設定されるため、企業の負担が

景気の影響を受けにくくなります。 

 欧州では、企業年金に事前の資本的な余裕を求めるという、今回の提案に似た動きが見られます*2。

その一方で、リスク対応掛金が損金扱いになると税収が減るため、今回の提案には財務省の反対が予

想されます。年末の税制改正の決定に向けて、今後の動向が注目されます。 

2｜リスク分担型給付：年金財政の状況で給付が変動。今後の焦点は労使合意と会計上の扱い。 

 もう１つの提案は、給付に関するものです。 

伝統的な確定給付企業年金制度では、給付(年金

額)の計算方法が固定されています。そのため、年

金財政が悪化した場合には、企業が積立不足を穴

埋めする必要があります。今回の提案(リスク分担

型給付)は、年金財政の状況に合わせて給付を変動

させて、財政悪化時に企業が追加拠出を回避でき

る仕組みです。加入者にとっては、財政好調時に

給付が増えるメリットがあるものの、給付が減る

可能性もあるため、労使合意を得られるかが課題

です。 

 また、企業の追加負担が回避される点を踏まえ

て、この制度を企業会計上は簿外にする取扱いが

模索されています。オランダに先例*3があります

が、日本でどう判断されるかが注目されます。 

 

 図表１ リスク対応掛金とその際の財政バランスのイメージ 

 

 

 図表２ リスク分担型給付のイメージ 

 

 (注) 将来の掛金収入にはリスク対応掛金を含む。 
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